
【表紙】
 

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成23年８月15日

【会社名】 新華ホールディングス・リミテッド

（新華控股有限公司、Xinhua Holdings Limited）

注：平成23年６月10日開催の当社定時株主総会の決議により、平成23年６月

20日をもって商号を上記のとおり変更しました。

旧会社名　新華ファイナンス・リミテッド

（新華財經有限公司、Xinhua Finance Limited）

【代表者の役職氏名】 最高経営責任者　　ジェイ・リー

（Jae Lie, Chief Executive Officer）

【最高財務責任者の役職氏名】 最高財務責任者　　イヴォンヌ・シウフン・ワン・リウ

（Yvonne Siuhung WANG-LIU, Chief Financial Officer）

【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1-1111、グランドケイマン、私書箱2681、ハッチンスドライ

ブ、クリケットスクウェア

（Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman,

KY1-1111, Cayman Islands）

【代理人の氏名又は名称】 弁護士　　石黒　徹

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング

森・濱田松本法律事務所

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】
　当社最高経営責任者ジェイ・リー及び当社最高財務責任者イヴォンヌ・シウフン・ワン・リウは、当社の第８期第２四半期

（自2011年４月１日　至2011年６月30日）の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていること

を確認いたしました。

 

２【特記事項】
　特記すべき事項はありません。
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